
令和８年度「いじめ・不登校・発達障害等相談」実施要項 

 

１ 目的 

長崎県教育センター（以下「教育センター」という。）は、不登校や発達障害等、特別な配慮を必要と 

する子供について、相談者の必要に応じた教育相談を実施し、子供の学習や生活を支援する。 

 

２ 相談内容 

（１）いじめに関すること 

（2）不登校に関すること 

  （3）発達障害に関すること 

  （4）その他、子供の学習や生活に関すること 

 

３ 対象者 

国・公・私立の幼稚園、保育所、認定こども園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、特別 

支援学校に在籍する乳幼児、児童生徒 

 

４ 相談者 

対象者及びその保護者・教職員 

 

5 相談形態 

（１）来所型相談 

対象乳幼児、児童生徒の生活や学習の様子を聞き取り、支援について具体的に助言する。  

相談場所 教育センター 

相談員 教育センター所員、又は公認心理師 

実施時間 １０：００～１６：００の時間内で６０～９０分程度 

その他 ・保護者が直接依頼することも可能。 

・必要に応じて、教育センターが相談依頼校（園）や関係市町教育委員会に情報 

共有をする。 

 

（２）学校訪問型相談 

対象乳幼児、児童生徒の生活や学習の様子を観察し、支援について具体的に助言する。 

相談場所 相談依頼校（園） 

相談員 教育センター所員 

実施時間 授業参観、情報共有等を含めて半日程度 

実施後 ・公立幼・小・中・義務教育学校の場合は、教育センターが関係市町教育委員会に 

情報共有をする。 

・相談依頼校（園）は、「利用報告書」（様式３）を教育センターに提出する。 



 

（３）関係機関と連携した訪問支援 

相談者のニーズに応じて、対応機関が対象乳幼児、児童生徒の生活や学習の様子を観察し、支援につ

いて具体的に助言する。 

相談場所 相談依頼校（園） 

対応機関 ・教育センター 

・長崎大学 子どもの心の医療・教育センター 

・長崎大学 教育学部 教育支援事業         

実施時間 授業参観、情報共有等を含めて半日程度 

実施後 ・教育センターが公立幼・小・中・義務教育学校に対応した場合は、関係市町教育 

委員会に情報共有をする。 

・相談依頼校（園）は、「利用報告書」（様式３）を教育センターに提出する。 

 

（４）相談形態の決定について 

・相談形態や対応機関は、相談内容や状況に応じて教育センターが判断する。 

・来所が可能な地域は「来所型相談」を原則とするが、相談内容や状況に応じて「学校訪問型相談」 

又は「関係機関と連携した訪問支援」を実施する。 

 

６ 申込期間 

    随時 

・年度内の実施を希望する場合は、１月末まで。 

・「来所相談」及び「電話相談（オンライン相談を含む）」は、随時申込み可能。 

 

７ 申込方法 

（１）電話で教育センターに相談を依頼する。  ＴＥＬ ０９５７－５３－１１３０（特別支援教育研修班） 

※学校（園）が依頼する場合、対象者の個人情報やプライバシーを保護するため、保護者の了承 

が必要。了承が得られない場合は、個人が特定できない形で相談を実施する。 

（２）「来所型相談」に決定した場合は、申込書の提出は不要。「学校訪問型相談」、又は「関係機関と連

携した訪問支援」に決定した場合は、申込書等を提出する。 

※各様式は、長崎県庁Webサイト教育センターWebページからダウンロードできる。 

①教育センター又は長崎大学教育学部教育支援事業の対応に決定した場合 

「申込票（学校用・保護者用）」（様式１、２）を教育センターに親展郵送する。 

※公立幼・小・中・義務教育学校は、関係市町教育委員会を通して提出する。 

②長崎大学子どもの心の医療・教育センターの対応に決定した場合 

長崎大学子どもの心の医療・教育センターに「訪問派遣申請書」を提出する。 

※「学校訪問型相談」及び「関係機関と連携した訪問支援」の実施後 1 か月後を目安に、相談担当者が

学校に連絡をして、その後の状況確認（フォローアップ）をする。 

のいずれか 

https://www.pref.nagasaki.jp/doc/page-644554.html
https://www.cme.nagasaki-u.ac.jp/summary.html

